
様式第８号（第６条関係添付様式）
誓約書

大阪府既存住宅断熱化促進モデル事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第６条の規定に基づく交付申請を行うに当たり、以下の誓約事項に同意します。

□　大阪府既存住宅断熱化促進モデル事業の内容及び要綱を理解した上で、同要綱を遵守します。万一、本補助事業に関わる関係者とトラブルが発生したときは、責任をもって対処します。

□　当該申請により補助金等の交付を受けようとする者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員若しくは大阪府暴力団排除条例（平成２２年大阪府条例第５８号）第２条第４号に規定する暴力団密接関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約します。また、上記の暴力団、暴力団員等が経営に事実上参画していません。
□　補助対象工事が暴力団員又は暴力団密接関係者の利益になることはありません。また、暴力団排除のため、必要に応じて大阪府知事が個人情報を警察に照会又は提供すること及び団体の役員名簿等の提出を求められた際には提供することに同意します。

□　個人にあっては禁錮以上の刑、法人にあっては罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者に該当しません。
□　公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者に該当しません。 
□　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく申立・手続中（再生計画等認可後は除く。）、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況ではありません。 

□　府税その他租税の未申告又は滞納はありません（猶予を受けている場合を除く）。 

□　要綱及び大阪府補助金交付規則（昭和４５年大阪府規則第８５号。以下「規則」という。）を熟読し、申請書類等に記載した事項について、事実と相違ないことを誓約します。

□　対象の建築物が共同住宅であり、補助対象工事に管理組合等の承諾が必要な場合には、管理組合等の許可を得ていることを誓約します。
□　着順決定通知書を受領した後は、申請した補助対象事業について、要綱や大阪府既存住宅断熱化促進モデル事業補助金交付申請等の手引きに準じて、事業を行うことを誓約します。
□　交付決定通知書を受領する前に本事業の契約又は工事に着手した場合には、補助金の交付対象とならないことを了承します。
□　交付決定後に申請内容に変更の可能性が生じた場合には、大阪府に速やかに報告することを了承しています。また、交付決定通知書に記載された補助金の額は上限額であり、変更内容によっては減額になる場合があることを了承しています。
□　補助事業が事業の目的に適して公正に実施されているかを判断するための現地調査等に協力することを了承します。

（裏面に続く）
□　補助対象工事の施工前及び施工後に、大阪府が行うツールの精度検証のための断熱改修の効果測定に協力しなければならないことを承知しています。
□　補助対象工事を施工する者に、大阪府が行うツールの精度検証のための断熱改修の効果測定に協力させるものとすることを承知しています。

□　対象住宅又は対象住戸を他の者へ譲渡する場合には、補助金の交付を受けるにあたり課せられている条件について、譲渡される者へ引き継ぎます。
□　本事業終了後、本事業で得られる情報等の提供により、大阪府が実施するツールの普及拡大に向けた取組に協力する責務があることを承知しています。

□　その他、規則、大阪府既存住宅断熱化促進モデル事業補助金交付申請等の手引きに記載されていることに同意し、遵守します。
□　申請内容に誤りはありません。

□　上記の内容を全て確認しました。
大阪府知事　様
令和　年　月　日
補助事業者　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　
(自　署)
PAGE  

